
３ 長 人 第 １ 号

令和３年１月８日

長久手市特別職報酬等審議会会長 殿

長久手市長 田 一平

長久手市特別職の報酬等の額について（諮問）

長久手市特別職報酬等審議会条例（昭和４３年長久手村条例第２号）第２条

の規定により、下記のとおり諮問します。

記

１ 諮問事項

市議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に

ついて、貴審議会の意見を求めます。

２ 諮問理由

社会経済情勢及び県内各市の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給

料の状況を勘案し、現在の特別職の報酬等が適正であるかについて、諮問す

るものです。

３ 長久手市特別職の給料及び報酬

区分 職名 現行月額 現行年額

給料額

市 長 ８９２，０００円 約１４，８４３，０００円

副市長 ７２７，０００円 約１２，０９７，０００円

教育長 ６６１，０００円 約１０，９９９，０００円

報酬額

議 長 ４９５，０００円 約８，３４４，０００円

副議長 ４２９，０００円 約７，２３２，０００円

委員長 ３７７，０００円 約６，３５５，０００円

副委員長 ３７２，０００円 約６，２７１，０００円

議 員 ３６７，０００円 約６，１８７，０００円

写 資料第１号


